
平成２９年 １月２３日 

東松島市訓令甲第 １ 号 

 

東松島市宮戸地区復興再生多目的施設使用料減免取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、東松島市宮戸地区復興再生多目的施設に係る使用料の減免基準を設

定し、使用料徴収の公正確保と事務の効率化に資することを目的とする。 

 （使用料の減免） 

第２条 市長は、東松島市宮戸地区復興再生多目的施設管理運営規則（平成２９年東松島

市規則第１号）第１４条第１項第２号の規定により、使用料を減額し、又は免除するこ

とについて、市長が特に必要と認める場合として、区分及び減免割合を別表のとおり定

める。 

２ 前項に掲げるもののほか、災害その他特別の事由があるときは、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 
別表（第２条関係） 

区分 減免割合 

１ 東松島市（各執行機関を含む。以下同じ。）が共催する事業 １００分の１００ 

２ 東松島市が後援（名義後援を含む。以下同じ。）する事業 １００分の３０ 

３ 宮城県市長会、宮城県市議会議長会、石巻地区広域行政事務組

合、石巻地方広域水道企業団等が主催する事業 

１００分の１００ 

４ 東松島市が設置する附属機関等が使用する事業 １００分の１００ 

５ 国及び宮城県が主催する事業 １００分の５０ 

６ 宮城県内の公立学校が使用する事業 １００分の５０ 

７ 東松島市内の私立幼稚園等が主催する事業 １００分の５０ 

８ 宮戸地区内の市民センター、地区センター、地区自治会等が営

利を目的としないで使用する事業 

１００分の１００ 

９ 宮戸地区外の市民センター、地区センター、地区自治会等が営

利を目的としないで使用する事業 

１００分の８０ 

１０ １から９までに定める事例に類する団体及び行事等 １００分の１００以

内 

備考 

（1） 共催する事業とは、２以上の団体機関等が共に責任と主体性を分担し行う事業を

いう。 

（2） 後援する事業とは、行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表し名義の使用を承諾する

ことによって、その開催を援助する事業をいう。 

（3） 主催する事業とは、主催するものが責任と主体性を持ち行う事業をいう。 

（4） 減免によって算出した額に１０円未満の端数が生じたときは、１０円に切り上げ

た額とする。 


